
JBS フラッシュニュース

今月号の内容

各位

インドではコロナ感染者数は6月30日時点で56万人を突破し、現在、米国、

ブラジル、ロシアに次いで世界で4番目に感染者が多い国となりました。イン

ド政府は、経済活動の拡大に向けて国際線の就航、ビザ発給の再開を計画

していますが、コロナ感染者数の増加に歯止めがかからない状況を鑑みる

と、限定的な対応になることが予想されます。また7月1日以降に計画されて

いた学校の再開やデリー地区のメトロ等公共交通機関の再開も延期されて

います。コロナ影響も踏まえた最近のOECDの発表によれば、今年度のイン

ドGDP成長率はマイナス3.7％とされています。

また6月には中国との国境紛争の問題が勃発し、政府は外交ルートでの問

題解決に取り組む一方、輸入通関や中国製のアプリの一部使用の禁止等と

いった措置を講じています。本件についても今後の動向に注意が必要です。

さて今回のフラッシュニュースのトピックは以下の通りです。

1. 直接税当局（CBDT）は、Form 26ASを改訂し、特定の金融取引、税金

の納付および還付、税務調査のステータス完了等に関する情報を追加

2. 直接税当局（CBDT）が税務年度2019-20年度の申告書の様式を通知

3. 間接税当局（CBIC）は、会社取締役のサービスに対するGST課税につ

いて明確化を発表
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１. 直接税当局（CBDT）は、Form 26ASを改訂し、特定の金融取引、税金の納付および還付、税務調査のステー

タス完了等に関する情報を追加 29 May 2020

当タックスアラートは、CBDTが2020年5月28日付で公表したForm 26AS改訂に関する通達を要約しています。

2020年財政法による改正に先立って、インド税法は、源泉税や他の納税に関連する情報をカバーするForm
26ASを税務当局が発行することを義務付けています。しかしながら、実際Form 26ASは、特定の金融取引のよう

な追加的な情報もカバーしています。

当改訂に基づき、CBDTは、生年月日/設立年月日、携帯電話番号、電子メールアドレス、納税および還付、係属中

の手続き、完了した手続き、特定金融取引および情報交換（EOI）協定に基づく海外の管轄地域から入手する情報

をカバーすべくForm 26ASの詳細を修正しました。改訂されたForm 26ASは、2020年6月1日から適用されます。

詳細はアラートを参照願います。
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2. 直接税当局（CBDT）が税務年度2019-20年度の申告書の様式を通知 3 June 2020

このタックスアラートは、CBDTによって発行された税務年度2019-20年度の所得税申告書（ITR）様式の主な修正

内容に関する通達を要約したものです。

同通達はまた、2020年1月3日付の通知で除外されたITR-1 Sahaj及びITR-4 Sugamの申請を行う居住者の納

税適格性を回復すべく1962年Income Tax RuleにおけるRule12を修正しました。1月に発行された通達では、納

税者がITR-1 Sahaj、ITR-4 Sugamでの申告を行うことを対象外としていました。

 住宅資産を共同で保有

 1つ以上の当座預金口座に10百万ルピー超を保有

 0.2百万ルピー以上の海外旅行の支出あり

 0.1百万ルピー以上の電気代の支払いあり

新たなITRの様式変更は、主として所得税法の規定の修正に伴うものです。具体的には、追加税金の支払いのた

めの納税者の二次調整に規定されたオプション、税務監査（Tax Audit）の対象を50百万ルピーまで増額すること

に伴うコンプライアンス条件の詳細、Aadhaar番号とPANの互換性、投資ファンドから投資家であるユニット保有者

への損失のパススルーなどに伴う事項です。

また、2020年4月1日から6月30日にかけて行われた税務年度2019-20年度に係る投資・預金・支払いに対する

控除等の恩典については、Taxation and Other Laws Ordinance 2020にて、別途導入される予定となってい

ます。

詳細はアラートを参照願います。

https://www.ey.com/en_in/alerts-hub/2020/05/cbdt-issues-revised-form-26as-to-include-additional-information
https://www.ey.com/en_in/alerts-hub/2020/06/cbdt-notifies-tax-return-forms-for-tax-year-2019-20


3. 間接税当局（CBIC）は、会社取締役のサービスに対するGST課税について明確化を発表 15 June 2020

当タックスアラートは、間接税当局（CBIC）による、企業取締役のサービスに対するGST課税の解釈、および特定

の還付における問題に関する通達を要約しています。当通達によって明確にされた事項は以下の通りです。

1. 取締役のサービスへの課税

 �（会社の従業員である）取締役のサービスは、雇用関係において従業員から雇用主に対して提供されるサー

ビスとして取り扱われます。これは2017年中央GST（CGST）法のスケジュール3にてカバーされます。

 取締役の報酬は、会社の帳簿上「給与」として扱われ、所得税法192条のもと源泉徴収の対象とされる限り、

GST法スケジュール3の規定する従業員によるサービスへの対価であり、GSTの課税対象ではありません。

 �しかしながら、もしこ取締役が、（従業員の資格でなく）サービスの提供に対する報酬を受け、これが所得税

法194J条の源泉徴収の対象となるサービスの場合は。、GST法スケジュール3の対象外となり、リバース

チャージによるGSTの課税対象となります。

 �（社外取締役のように）その企業の従業員でない取締役のサービスは、スケジュール3の対象外であり、リ

バースチャージによる課税対象となります。

2. GSTの還付

 インプット・タックス・クレジットの還付は、申請時のフォームGSTR-2Aに反映されていない場合でも、輸入やイ

ンプットサービス・ディストリビューター、リバースチャージに関するインボイスや書類に基づいて請求すること

ができます。

EYコメント

この通達は、特に取締役のサービスの課税については、これまで事前裁定（AAR）にて異なる判決が下されてお

り、当通達は産業界にとって待ち望まれていた救済であると考えられます。

インプット・タックス・クレジットの還付についての明確化は、納税者の運転資金の問題を緩和するうえで有効であ

ると考えられます。

詳細はアラートを参照願います。
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https://www.ey.com/en_in/alerts-hub/2020/06/cbic-issues-clarification-on-taxability-of-director-services-under-gst
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